
【歳入】

159,810 千円

【歳出】

　社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費 3,134,456 千円

1,783,515 千円 ）

【社会保障４経費及びその他社会保障施策に要した経費】 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

うち地方消
費税交付金
（社会保障

　財源化分）

子ども医療費助成事業 50,813 16,470 0 0 34,343 3,077

重度障害者（児）医療費無料化対策事業 94,800 47,400 0 0 47,400 4,247

保育所一般事業等 432,998 13,831 0 89,329 329,838 29,555

その他事業 1,498,459 964,222 0 80,981 453,256 40,614

小　　計 2,077,070 1,041,923 0 170,310 864,837 77,493

国民健康保険事業
（特別会計繰出金)

163,325 77,290 0 0 86,035 7,709

介護保険事業
（特別会計繰出金）

317,332 7,248 0 0 310,084 27,785

後期高齢者医療事業
（特別会計繰出金等）

336,401 49,855 0 0 286,546 25,675

小　　計 817,058 134,393 0 0 682,665 61,169

妊婦・乳幼児健康診査事業 18,998 0 0 0 18,998 1,702

国民健康保険病院事業会計負担金事業 148,724 0 0 0 148,724 13,326

救急医療対策事業 2,642 0 0 0 2,642 237

その他事業 69,964 1,825 0 2,490 65,649 5,883

小　　計 240,328 1,825 0 2,490 236,013 21,148

3,134,456 1,178,141 0 172,800 1,783,515 159,810
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令和元年度越前町一般会計当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

増収分に係る社会保障４経費及びその他社会保障施策経費への充当状況について

事　　業　　名
令和元年度
当初予算額

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

　　平成２６年４月１日から消費税率(国・地方)が５％から８％に引上げられたことに伴い、地方消費税交付金の

　増収分については、その使途を明確化し、社会保障４経費(年金、医療、介護、子育て)及びその他社会保障施策

　　越前町の令和元年度一般会計当初予算における社会保障関連経費への充当状況は、下記のとおりです。

　地方消費税交付金（社会保障財源化分）見込額

　に要する経費に充てるものとされています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち一般財源）      （
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合　　　計

 ※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要した一般財源の比率に応じ按分して充当しています。


